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① 他者のW
ウ ェ ブ

ebページから著作者の許可なくイラストや文章などを使用
し，それを自分のWebページで利用する。

② 市販されている音楽 C
シーディー

Dやゲームなどを著作者の許可なくインター
ネットに流通させる。
③ 市販されている雑誌などの画像をスキャンして著作者の許可なく

Webページに使用する。
　これらの違法データは，公開した側だけではなく，違法と知りつつダ
ウンロードした側も法律で罰せられる。「後で買うから」「既に現物を持
っているから」という理由は通用しない。

著作権法に触れる行為の例
❸3

　アプリケーションソフトウェアのように，完全なコピーが作成できる
製品では現品を 1つだけ購入し，残りの利用権だけを購入する方法が
ある。これをライセンスによる契約（または購入）という。契約したラ
イセンスの数だけ利用する権利が与えられる。また，学生や教職員には
アカデミックライセンスという割引販売の制度が用意されていることが
ある。

　引
いん

用
よう

とは，一定の条件を満たせば許諾なしに著作物を利用できる方法
である。報道，批評，研究などに利用するときに認められる。引用と見
なされるには以下の要件を満たしている必要がある。
 引用のときの注意事項
①引用をしなければならない必然性があること。
② 括弧を付けるなど，引用した部分と自分が書いた部分が区別できるよ
うにすること。
③ 全体の主張の中で，自分が書いた部分が主で，引用した部分が従であ
ること。
④引用する著作物の著作者名や題名などを明示すること（出典の明記）。

ライセンス4

❹

引用5

 引用の例

 出典の明記の例
書籍 　編著作者名（出版年）『題名』，出版社名，出版地
高田浩（2013）『情報の今昔』，社会大学出版，東京

Webページ 　著作者名（掲載年）題名　URL（参照年月日）
文部科学省（2010）教育の情報化に関する手引
　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1259413.htm
（参照日 2015.01.07）

　著作権に関しては，国際条約が締結されており，著作物は世界中のほ
とんどの国で法律によって保護されている。著作権法は，表現する行為
を保護して文化的活動を促進することにより，豊かな社会を築くために
作られている。
　「私だけなら大丈夫」といった安易な考え方をするのではなく，表現
とコミュニケーションに関する大事なルールとして，著作権を守るよう
にしよう。

❺

著作権は大切なルール6

❸著作権法に触れる行為をし
た場合，民事では損害賠償を
請求される。刑事では 10年
以下の懲役，または 1000
万円以下の罰金（法人の場合
は 3億円）。

　著作権の例外規定とし
て，著作物を自由に使っ
てもよいときがある。そ
れは，個人の私的使用の
範囲内（30条）と学校
の授業中での利用（35
条）などである。ほかに
無料無報酬の演奏・上演
（38条）も同様である。

　他人の意見や作品など
を自分のものとして発表
してしまうことを剽

ひょう
窃
せつ
と

いう。

❹ライセンス（License）
　例として，D

ディーブイディー
VDやブルー

レイディスクを購入したとき
に「デジタルコピー」と書か
れているものは，テレビでの
視聴以外に，タブレットやス
マートフォンでも同じ映像を
見るライセンスが付与されて
いる。

❻クリエイティブ・コモンズ
　（creative commons）
　著作者が使用許諾の条件を
積極的に開示することにより，
著作物を再利用されやすくす
る仕組みのこと。

❺出典の中では，人物の敬称
は省略される。著者名や出版
社名などは，書籍の奥

おく
付
づけ
に書

かれている。

著作者の意思表示

　知的財産の公共性という立場から，著作権そのも
のの在り方を見直そうという動きもある。
　現在の著作権法では，著作者の死後も数十年間に
わたって著作権が保持されている。この期間を短く

したり，クリエイティブ・コモンズのように知的財
産を公共財産として共有したりすることにより，社
会の創造的活動を支援しようというアイディアが出
てきている。

❻

 表示（A
ア ト リ ビ ュ ー シ ョ ン

ttribution）
  　その作品の利用に関しての著作者の表示

を求める。
 非営利（N

ノ ン
onc

コ マ ー シ ャ ル
ommercial）

  　非営利目的に限ってその作品の利用を認
める。＄（ドル）や €（ユーロ）を使っ
たマークもある。

 改変禁止（N
ノ ー

o D
デ リ バ テ ィ ブ
erivative W

ワ ー ク ス
orks）

  　その作品の利用をそのままの形でのみ認
める。

 継承（S
シ ェ ア
hare A

ア ラ イ ク
like）

  　その作品に付けられたライセンスを継承
することを求める。

　○○大学の高田（2015）は，
「著作権は文化の発展のためにあ
る」（p.123）と主張し，私も許諾す
れば使えるという仕組みから，そ
のとおりだと思う（出典は巻末に
明記）。

巻末

高田浩（2015）『情報の今昔』，
社会大学出版，東京

　「著作権は文化の発展のために
ある」＊1という。私も許諾すれば
使えるという仕組みから，そのと
おりだと思う。

＊1　高田浩（2015）『情報の今
昔』，社会大学出版，東京，p.123

　「著作権は文化の発展のために
ある」（高田，2015，p.123）とい
う。私も許諾すれば使えるという
仕組みから，そのとおりだと思う
（出典は巻末に明記）。

巻末

高田浩（2015）『情報の今昔』，
社会大学出版，東京

この写真

きれいだから

自分のブログに

使おう！

①　1710年イギリスのアン女王による版権保護の法律。15世紀に活版印刷技術が発明され，大量印刷が可能にな
ったことで，海賊版が出回りはじめてからのこと。

次のうち，日本において著作権のないものはどれか。
①30年前に公開された映画　②憲法　③50年前に出版された小説252411 0110 011111
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積極的に開示することにより，
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次のうち，日本において著作権のないものはどれか。
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